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平成１８年４月から９月までの間における 
介護給付費等の請求事務に係るＱ＆Ａ 

 

  
Ａ 報酬の日額化、食費や光熱水費に係る補足給付の実施等の観点から、給付費の適正な支出

に資するよう、平成１８年４月サービス分から、入所施設においてもサービス提供実績記録

票の作成を求めることとしたところ。 
   サービス提供のつど利用者の確認を求めることを基本としたのは、一定期間経過後では利

用者の確認が困難な場合を想定したものであり、外泊など通常と異なる利用が生じた場合は

そのつど確認するといった方法を併用することで対応が可能と判断される場合には、一月分

を月末又は翌月の初旬に一括して確認を求めても差し支えない。 
なお、一括して確認を求める場合は、利用者の自署又は押印は、適宜欄外を活用して一箇

所に記載されたい。 
 
 
※ 以下、施設を含めて単に「サービス事業所」という。 

  
Ａ 設問の日程は、サービス事業所が、サービス提供月の翌月１０日までに市町村に介護給付

費等の請求をする必要があることを踏まえ、上限額管理事務に係る事務処理スケジュールの

目安として設定しているものである。 
   したがって、種々の事情により、標準的なスケジュールにより難い場合は、個々のサービ

ス事業所と上限額管理者との間で適宜調整して対応されたい。 
 
 

Ｑ 上限額管理対象者が、いずれのサービス事業所にも上限額管理を依頼しない場合は、上限額 
管理を市町村が行うこととなるのか。 

 
 Ａ 上限額管理は、利用者の依頼によらずに上限額管理を義務付けられているグループホーム

Ｑ 施設支援（入所）のサービス提供実績記録票は、記載上の留意事項によれば、サービス提

供のつど、利用者の確認を受けて自署又は押印を求めることとされているが、基本的には月

を通じて提供するサービスであること、心身の状況から自署又は押印が困難な者があること

などから、確認を一月に一度とすることはできないか。 

Ｑ 上限額管理対象者については、サービス事業所は、サービス提供実績記録票をサービス提

供月の翌月３日までに上限額管理者に提出し、上限額管理者は、同６日までに上限額管理結

果票別表等をサービス事業所に送付することとされているが、日程が厳しいのではないか。 
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及び入所施設を除き、上限額管理対象者が利用するサービス事業所のいずれかにおいて行う

ことを基本としている。したがって、市町村には、上限額管理対象者に対し、定められた方

法で上限額管理を行うサービス事業所を選択し、上限額管理を依頼するよう指導願いたい。 
なお、市町村において上限額管理を行うことも差し支えない。 

 
 

 
 Ａ 前問のとおり、上限額管理は、サービス事業所が行うことを基本としているが、必要やむ

を得ないものと認められる場合は、市町村が代わりに行うことも差し支えない。 
 
 

 
 Ａ 利用者が基準該当事業所を利用する場合は、償還払いとすることが原則であるが、市町村

が特例介護給付費の受領委任払いを行う場合には、上限額管理事務についても併せて依頼す

ることは可能である（契約上の扱い。上限額管理加算は算定できない。）。また、市町村が上

限額管理を行うことも差し支えない。 
 
 

 
 Ａ お見込みのとおり。 

なお、当該事業所が社会福祉法人等軽減制度に係る同一管理事業所であって、利用者が軽

減制度対象者である場合は、一の事業所として軽減額調整が行われることとなるので、上限

額管理加算は算定されない。 

Ｑ 上限額管理対象者の利用するサービスやサービス事業所の組み合わせが多様で、上限額管

理者による上限額管理が困難と認められる場合は、上限額管理を市町村が行っても差し支え

ないか。 

Ｑ 上限額管理対象者が、基準該当事業所及び短期入所事業所だけを利用している場合は、い

ずれのサービス事業所も上限額管理者になれないが、どのように対応すればよいか。 

Ｑ 上限額管理対象者が、支援費制度の下では同一事業所であった居宅介護事業所と外出介護

事業所のみを利用する場合でも、いずれかの事業所が上限額管理者となって上限額管理事務

を行った場合には、上限額管理加算が算定されるのか。 
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 Ａ サービス事業所と上限額管理者との間で情報を交換する媒体は任意であるが、ＦＡＸやＥ

メールの誤送信等により、利用者のプライバシー情報が第三者の目に触れないよう注意され

たい。 
 
 

 
 Ａ 利用者が内容を確認したことが記録される方法であれば、利用者との合意を前提に、柔軟

に行って差し支えない。（その他留意事項は前問と同様） 
 
 

 
 Ａ 請求省令に定める様式（請求書及び請求明細書）を除き、適正で効率的な事務処理を図る

観点から国からの技術的助言として提示した標準様式であるので、その目的を損なわない範

囲で給付の実施主体である市町村が様式を工夫することは差し支えない。ただし、広域的に

事業を展開するサービス事業所が、市町村ごとに異なる様式による事務処理を強いられるこ

とができるだけないよう、都道府県や圏域単位などできる限り広域での対応が望ましいもの

と考える。 
 
 

 

Ｑ サービス事業所と上限額管理者との間で、サービス提供実績記録票や利用者負担上限額管

理結果票等を交換することとなるが、それらを交換する媒体は、ＦＡＸやＥメールでも差し

支えないか。 

Ｑ 上限額管理者は、作成した利用者負担上限額管理結果票について、上限額管理対象者にそ

の内容の確認を求め、自署又は押印を得ることとされているが、この手続についてもＦＡＸ

やＥメールで差し支えないか。 

Ｑ 上限額管理に用いる各種様式は、市町村において適宜修正しても差し支えないか。 

Ｑ 高額障害福祉サービス費の受領委任払いに関する利用者の同意を得る手続は、どのように

行うのか。 
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 Ａ 高額障害福祉サービス費は、特例介護給付費等と同様、本来償還払いにより給付すること

とされており、その受領委任払いを行うに当たっては、基本的には、市町村の定める手続に

より行うこととなるが、今回、上限額管理事務を標準化する中で、高額障害福祉サービス費

の受領委任払いが標準的な事務処理として必要となることから、様式例についてお示しした

ところ。具体例としては、①様式例でお示ししたような独立した様式で包括的に委任を受け

る方法、②利用者負担上限額管理事務の依頼届出書の中で包括的に委任を受ける方法、③利

用者負担上限額管理結果票の確認時に個々に委任を受ける方法等が考えられる。 
 
 

 
 Ａ 標準例でお示ししたように、受領委任払いに係る高額障害福祉サービス費の請求は、施設

訓練等支援費の請求と同時に行うが、施設訓練等支援費の請求書とは別様式で行うことが基

本となる。ただし、それぞれの請求額が明確に区分され、施設訓練等支援費の請求に影響が

ない形であれば、市町村の判断により、施設訓練等支援費の請求書及び請求明細書に受領委

任払いに係る高額障害福祉サービス費の請求額についても記載させ、両者を一括して請求す

ることも差し支えないものとする。 
 
 

  
Ａ 介護給付費等及び施設訓練等支援費・特定入所者食費等給付費は法律に定められた給付で

あり、地方単独事業による助成費とは費用の支出の根拠が異なること、請求の方法も様式を

含めて省令で定められること、国庫負担金の算定上も費用額を明確に区分する必要があるこ

とから、両者は請求上明確に区別する必要がある。ただし、法律に定める給付費の請求に影

響がない形であれば、省令で定める請求様式の中で地方単独事業の助成費についても明細を

記載し、助成費の請求に用いることは差し支えないものとする。 

  （平成１８年３月１日障害保健福祉関係主管課長会議で提示済み） 

Ｑ 通所施設が受領委任払いで受け取る高額障害福祉サービス費を、施設訓練等支援費の請求

書及び請求明細書に記載させ、施設から一括して請求させても差し支えないか。 

Ｑ 定率負担に係る利用者負担額を地方単独事業で助成（軽減）する場合、介護給付費等の請

求と受領委任払いで事業所に支払う市町村助成費の請求を一本にして差し支えないか。 
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 Ａ 相互利用制度により、身体障害者が知的障害者通所授産施設を、知的障害者が身体障害者

通所授産施設を利用する場合、サービス利用に伴う利用者負担は支援費制度における利用者

負担（定率負担と所得に応じた配慮措置）に準じて取り扱うこととしている。 
   具体的には、 

ａ 原則として１割負担とするが、支援費と同様の利用者負担上限月額を定める。 
ｂ 社会福祉法人等軽減制度対象者が軽減措置を実施する通所授産施設を利用する場合

は、軽減措置の適用対象とする。 
ｃ 食事の提供体制を確保している通所授産施設を利用する場合は、低所得者に対する食

費の軽減措置を実施する。 
こととなる。ただし、支援費とは異なり補助事業により行うものであることから、１割の利

用者負担相当額が負担上限月額を超える場合など、通常であれば支援費で対応する費用は、

相互利用制度における補助対象経費として取り扱うことに留意願いたい。 
また、通所授産施設が相互利用対象者に上記ｂの軽減措置を行った場合のｂの措置に係る

軽減額は、社会福祉法人等軽減制度の補助対象経費とする。 
○相互利用制度における補助対象経費（市町村が施設に支払う費用に対する支弁基準額） 
①サービス提供費用（※１）の９割相当額 

  （※１）低所得者に対する食事提供体制加算、通所授産施設が上限額管理者として上

限額管理を行った場合の上限額管理加算のほか支援費に準じた各種加算を含

む。 
②サービス提供費用の１割相当額のうち本来の負担上限月額を超える額（他の障害福祉

サービスに係る利用者負担額と合算した場合に負担上限月額を超える額（※２）を含

む。） 
     （※２）通常、通所施設サービスと障害福祉サービスを利用した場合に利用者負担相

当額が負担上限月額を超える額は高額障害福祉サービス費となるが、相互利用

制度においては特に給付の費目が分かれるわけではないので、施設から市町村

に対する委託事務費の請求は、①②の内訳を記載した１通の請求書により行っ

て差し支えない。ただし、その際、利用者負担上限額管理結果票を添付するこ

と。 
○社会福祉法人等軽減制度補助対象経費 

   ・社会福祉法人等軽減制度による軽減額（サービス提供費用の１割相当額が７，５００

円を超える場合に当該額（負担上限月額を超えるときは負担上限月額）から利用者か

ら徴収した負担額（７，５００円）を控除した額） 

Ｑ 上限額管理対象者である身体障害者又は知的障害者が、それぞれ知的障害者通所授産施設

と身体障害者通所授産施設を相互利用する場合は、上限額管理を一体的に行うこととされて

いるが、取扱いの詳細を教示願いたい。 
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 Ａ 相互利用に係る通所授産施設において、利用者が利用者負担上限月額や社会福祉法人等軽

減措置等の適用を受けるためには、負担上限月額や軽減措置対象者であることの情報が施設

に提示される必要があるが、提示方法は、必ずしも受給者証の形式である必要はなく、市町

村が、相互利用に係る対象者を施設に委託する際に当該情報を施設に通知するなど、適当と

認められる方法で行われたい。 
 
 

 
 Ａ グループホームの入居者の多くは、利用者負担に関し、個別減免等により上限額管理の対

象者となることが見込まれるほか、発生した負担額の支払管理に係る支援が必要であると考

えられることから、入居者がグループホーム以外に他の障害福祉サービス等を利用する場合

には、グループホームが他のサービス事業所と連絡調整を行い、各月ごとに利用者負担額を

把握するとともに、利用者負担額の合計額が負担上限月額を超える場合には上限額管理事務

を行うことを標準としている。ただし、利用者負担額が負担上限月額に達しないことが明ら

かな者で、支払管理の支援上も問題がない場合等、あらかじめサービス事業所間で確認をし

ておけば各月ごとの利用者負担額の連絡調整を要しないと認められる場合には、個別の必要

性に応じて柔軟に対応しても差し支えない。 
なお、その場合でも、他のサービス事業所との上限額管理事務以外の連絡調整については、

別に行う必要があるので留意されたい。（入所施設についても同様） 

Ｑ 通所授産施設の相互利用に係る利用者負担について、前問のとおり支援費に準じた取扱い

がなされるのであれば、利用者負担上限月額等を記載した受給者証の交付が必要なのではな

いか。 

Ｑ グループホームは、他の障害福祉サービス等を利用する入居者について、必ず上限額管理

事務を行うこととされているが、明らかに負担上限月額に達しない入居者についても他のサ

ービス事業所との連絡調整を行わなければならないのか。 


